
１．都市計画マスタープランとは  ２．全体構想 
 

 

 

少子高齢化の進行と人口減少社会の到来、深刻化する環境問題、頻発化・激甚化する様々な災害に対する安

全面の確保など、社会情勢の変化に対応するとともに、上位関連計画との整合を図りつつ、市民意向を踏まえ

た安心安全で快適なまちづくりを進めるため、本市の将来像や目標、都市計画に関わる基本的な方針を定め

た「由布市都市計画マスタープラン」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由布市都市計画マスタープランの対象区域は、由布市全域とします。 

また、地域区分は、旧行政区域である挾間地域、庄内地域、湯布院地域の３地域とします。 

 

 

由布市都市計画マスタープランは、2020（令和２）年度を基準年次とし、概ね 20 年後の 2040（令和

22）年を目標年次とします。 

 

【まちづくりの基本理念】 

地域ごとの個性を大切にし、自然・人・文化が交流するまち ゆふ 

【まちづくりの基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【将来都市構造の概念図】 

 

 

 

 

 

 

安全・安心・健康な暮らしを支えるまちづくり 

自然、人、文化が地域間で交流、連携するまちづくり 

地域ごとの個性にあわせた、快適に暮らすことができるまちづくり 

自然環境や田園環境を守り、育てるためのまちづくり 

環境の「質」を高めるまちづくり 

市民が主役のまちづくり 

１．一極集中型の都市構造ではなく、３つの地域拠点（挾間、庄内、湯布院）を中心とし、周辺地区が分布する

多極構造を維持していきます。 

２．地域間連携と市全体の一体的なまちづくりを推進していくために、各拠点を結ぶ都市軸（国道２１０号、Ｊ

Ｒ久大本線）と、各拠点とその周辺地区を結ぶ生活軸並びに各地域内での地域内交流を強化していきます。 

３．拠点や地区の周囲に広がる山林等の自然環境および農地等の田園環境を維持していきます。 

 

 

地域拠点 

(挾間地域)  

地域拠点 

(湯布院地域) 

地域拠点 

(庄内地域) 

都市の一体性を高めてい

くため、都市軸を配置し、

機能を強化します 

自然環境や田園環境を

維持します 

都市の一体性を高めていく

ため、生活軸を配置し、機能

と交流を強化します 
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【構 成】 
○ 都市の現況と課題 
○ 全体構想 

（まちづくりの理念や 
都市計画の目標、整備方針等） 

○ 地域別構想 
（地域の将来像、整備方針、実施施策等） 
○ まちづくりの推進方策 

 

●挾間都市計画区域 
  マスタープラン 
●湯布院都市計画区域 
  マスタープラン 

（大分県決定） 

 

●第二次由布市総合計画 
（議会で議決） 

 

・市民意向調査 
・周知のための各種 

広報活動 
 

各委員会（作業部会、

幹事会、策定委員会） 

 

由布市都市計画審議会 

 

地域地区等 

 

都市施設 

 

市街地開発事業 
 

●由布市都市計画マスタープラン 

（由布市の都市計画に関する基本的な方針） 

都市計画の決定・実施 

意見の 

反映 

・土地利用計画 
・交通体系の計画 
・景観マスタープラン 
・景観計画 
・上水道等の計画 
・環境基本計画 
・国土強靭化地域計画 
・地域防災計画 
・  
・その他の計画 

住民へ 

の周知 

審議 

 

 

承認 

事 業 の 実 施  

<関連計画等> 

 

住民 

参加 

●
 第２期総合戦略 
 

由布市立地適正化計画 

反映 

 

 

整合 

反映 

 

 

整合 

反映 

 

 

整合 

付議 
 
 
 
 
承認 

地区計画等 

 

<住民の意向反映等> 
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２．全体構想 
 

 

 

 

拠点の配置 

挾間地域拠点 ＪＲ向之原駅の交通結節機能を活かした都市基盤整備を図りつつ、行政サービ

ス機能、業務機能、文化・交流機能、商業機能、医療・福祉機能等の多様な都市

機能の集約により、地域の顔として市民の生活や交流の中核となる拠点形成を

図ります。 

庄内地域拠点 由布市役所本庁舎周辺において、周辺の自然環境や農地と調和し、市民の身近な

暮らしを支援する機能が集約された拠点形成を図ります。 

湯布院地域拠点 ＪＲ由布院駅の交通結節機能を活かしつつ、行政サービス機能、文化・交流機

能、商業機能、医療・福祉機能等の多様な都市機能の集約を図るとともに、全国

屈指の滞在型保養温泉地にふさわしい佇まいの形成等により、市民の暮らしを

支え、来訪者が何度も訪れたいと感じる魅力ある拠点形成を図ります。 

 

都市軸の配置 

広域連携軸 九州内外からの交流促進を支える軸として大分自動車道を位置づけます。 

 

広域生活軸 広域生活圏（別府湾広域都市圏、日田玖珠連携都市圏、県北広域都市圏、豊後大

野竹田連携都市圏）を構成する軸として本市から他市町へと通ずる主要地方道

別府一の宮線、主要地方道別府挾間線、主要地方道庄内久住線を位置づけます。 

都市軸 都市構造の背骨となり、地域の一体性を高める都市軸として、国道２１０号、Ｊ

Ｒ久大本線を位置づけます。 

生活軸 地域拠点と周辺地区を結ぶ道路を生活軸として位置づけ、道路整備や公共交通

の充実による交通ネットワーク機能の強化を図ります。 

水辺環境軸 市民の憩いの場となり、市全体の一体性を高める水辺環境軸として大分川を位

置づけ、生態環境の保全、水質の向上、河川景観の向上、親水空間としての質の

向上、防災性の拡充を図ります。 

 

周辺環境の維持・保全 

自然環境エリア 挾間地域、庄内地域、湯布院地域を囲む森林、由布岳や黒岳等の山々、由布川峡

谷等を自然環境エリアと位置づけ、その環境保全を図ります。 

田園環境エリア 挾間地域と庄内地域並びに由布院盆地内の農地、塚原や由布岳周辺の草原等を

田園環境エリアと位置づけ、その環境保全と風景保全を図ります。 

 

 

 

 

【将来都市構造図】 

  

１３ １４ 



２．全体構想 
 

 

 

■土地利用の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通体系整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公園・緑地の整備・保全の基本方針 

 

 

 

 

 

  

１．貴重な自然環境、田園環境を将来に渡って継承していきます。 

２．自然環境、田園環境を基軸とした由布市として一体感のある土地利用を目指します。 

３．地域が培ってきた歴史、文化などの個性を継承した土地利用を進めます。 

４．地域拠点を中心として都市機能や居住を集約し、公共交通機関等により拠点と地域が結ばれた「コンパク

ト・プラス・ネットワーク」型の都市構造により、居住エリア、田園エリア、自然環境エリアなどがバラ

ンスよく配置された計画的な土地利用を推進します。 

５．適正な開発誘導を行うことで無秩序な市街化進展の防止に努めるとともに、都市計画区域、用途地域の見

直しを図ります。 

６．空き地や空き家の適正な管理や、災害リスクの高い地域における市街化抑制と適正な土地利用の誘導によ

り、安全で安心できる生活環境の実現を目指します。 

１．個性と活力にあふれたまちづくりのため、都市間、地域間交流を支える主要幹線道路、幹線道路での防災性、

安全性、快適性向上に向けた整備を促進します。 

２．市内各所における道路混雑の解消のため、局所的な道路改良などを進めるとともに、来訪者に対する誘導計

画を立案し、目的地への適切な誘導を図ります。 

３．都市計画道路については、長期に渡り未着手となっている路線について必要性の検証を行い、必要に応じて

見直しを図ります。 

４．徒歩や自転車でも快適に安心して移動できるように、道路や地域の特性に応じて道路環境の整備を進めま

す。 

５．誰もが安心して移動できる人に優しい交通環境を実現するため、公共交通事業者と連携しながら、鉄道やバ

スの利便性を高めつつ、利用を促進することにより、持続可能な公共交通網の構築を図ります。 

６．超高齢社会の到来に対応するため、道路施設や公共交通におけるバリアフリー化などを検討していきます。 

１．貴重な大自然を将来にわたって保全するとともに、豊かな自然環境の活用を図ります。 

２．既存の公園・緑地の活用を図るとともに、利用者の意見を取り入れ、利用率の向上に努めます。 

３．災害時において一次避難に利用できるなど、防災面に配慮した公園整備を促進します。 

４．子どもや高齢者も安心して利用できる防犯性の高い公園整備を進めます。 

５．市民の意向や必要性を踏まえた新たな公園・緑地の配置や施設の検討を行います。 

６．公園・緑地の維持管理は、市民・企業・行政が協働のもと、各地域と連携しながら効果的・効率的に進め

ます。 

７．大分川については、水と緑の軸としての活用を図ります。 
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３．地域別構想（挾間地域） 
 

 

  
■地域の将来像 

「人と自然が共生する 文化交流のまち はさま」 

■まちづくりの理念 

○市役所挾間庁舎が立地する JR 向之原駅周辺では、都市機能の

集約と交通結節点としての機能強化を図り、地域拠点にふさわ

しい『交流のあるまちづくり』を進めます。 

○国道 210 号及びＪＲ向之原駅を中心に、周辺都市や周辺地域に

連絡する幹線道路や公共交通体系の充実を図り、『誰もが便利に

暮らせるまちづくり』を進めます。 

○由布川峡谷をはじめ市街地を取り囲む丘陵地や農地の保全を図

りながら、『うるおいを感じるまちづくり』を進めます。 

○緑豊かな居住環境の形成や利便性の高い交通機能の充実によ

り、『ゆとりある居住空間のあるまちづくり』を進めます。 

○これまで培ってきた住民同士のコミュニティを大切にしなが

ら、新たに住む人も本当に住んでよかったと思える『人間性豊か

な心で魅力ある地域を育むまちづくり』を進めます。 

由布川渓谷 

JR 向之原駅 
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３．地域別構想（挾間地域） 
 

 

 

〔都市計画区域内〕拡大図 
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３．地域別構想（庄内地域） 
 

 

■地域の将来像 

「人と自然が連携する 安らぎのまち しょうない」 

■まちづくりの理念 

○市役所本庁舎及び総合運動公園を中心に都市機能の集約を図

り、地域の拠点にふさわしい文化・交流・情報機能が集約された

『賑わいのあるまちづくり』として拠点形成を進めます。 

○国道 210 号及びＪＲ３駅を中心に、周辺都市や周辺地域に連絡

する幹線道路や公共交通体系の充実を図り、『誰もが安心して暮

らせるまちづくり』を進めます。 

○地域住民やボランティアの協力を得ながら、黒岳をはじめ緑豊

かな山地・丘陵地の保全や棚田などの農地の再生を図り、『安ら

ぎをはぐくむまちづくり』を進めます。 

○これまで培ってきた住民同士のコミュニティを大切にしなが

ら、福祉のまちづくりを進め、はじめて訪れる人も、また来てみ

たい、定住してみたいと感じる『心のかよったふれあいのまちづ

くり』を進めます。 

 

黒岳 

口ノ原ふれあい広場 
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３．地域別構想（湯布院地域） 
 

 

  ■地域の将来像 

「人と自然が調和する 癒しのまち ゆふいん」 

■まちづくりの理念 

○これまでの住民との語らいを通じたまちづくりを今後とも継承させ、新たに湯

布院を愛する人々も加えながら、『皆で考え働くまちづくり』を進めます。 

○湯布院の『農業、観光等が活力にあふれ、美しく暮らしやすい環境が整ったま

ちづくり』を進めます。 

○癒しの場としての滞在型保養温泉地を目指す歴史の積み重ねなど、『暮らす人・

訪れる人双方が幸せを享受できるまちづくり』を進めます。 

○急激な観光地化に伴う様々な湯布院らしさの喪失を顧み、環境の質の向上と地

域活性化の両立に向けて必要な規制・誘導にも取り組む、『成長を管理するま

ちづくり』を進めます。 

湯の坪街道 

湯平地区の石畳 
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３．地域別構想（湯布院地域） 
 

 

  〔都市計画区域内〕拡大図 
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４．まちづくりの推進方策 
 

 

 

都市計画マスタープランで示した目標や方針を実現させていくために、適正な役割分担のもと市民等・事

業者・行政の各々が責任を持ち、連携・協力してまちづくりを推進していきます。 

【市民等・事業者・行政の役割図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的かつ効果的なまちづくりの推進や健全な財政の運営などの観点から、マスタープランで示した計画

の進行管理にあたっては、計画（ＰＬＡＮ）、実行（ＤＯ）、評価（ＣＨＥＣＫ）、改善（ＡＣＴ）といった、

「ＰＤＣＡサイクル」の仕組みを活用し効果的かつ円滑に推進していくものとします。 

【PDCA サイクルによるまちづくりの推進図】 

 

 

 

全体構想や地域別構想で位置付けたまちづくりを進めるために、各分野の主な施策や事業を「整備プロ

グラム」として整理し、その実現に向けた取り組みを推進します。 

【整備プログラム】 

市民等の役割 

・まちづくりへの理解と協力、提案 

・地域のまちづくり活動への参加 

事業者の役割 

・まちづくりへの理解と協力、提案 

・まちづくり活動への参加と支援 

行政の役割 

・まちづくり情報の発信と周知 

・まちづくり活動への支援、 

機会づくり 

連携・協働 

ＰＬＡＮ（計画） 

・都市計画に関する計画の立案 

・事業実施に向けた予算の確保 

・事業効果の予測 

ＣＨＥＣＫ（評価） 

・行政評価システム等の導入に

よる管理・評価 

・市民意向の把握 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

・施策の見直しの検討 

・都市施設の必要性の検証 

・社会状況の変化や住民ニーズに 

対応した見直し 

ＤＯ(実行) 

・施策・事業の展開 

・効率的な財政運用 

・事業の内容、進捗状況等の情報公開 
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